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高齢者施設における新型コロナウイルス感染対策について（通知） 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染症対策の徹底に御協力いただきお礼申し上げます。 

 県では、令和４年８月４日に「ＢＡ．５対策強化宣言」（以下「宣言」という。）を

行い、同日付け高第１２８６号で各高齢者施設の皆様に感染対策の取組強化を要請し

たところですが、宣言開始時と比べて、新規感染者数が減少し、病床使用率も改善  

傾向を示すなど医療機関等への負荷が低減しつつある状況を踏まえ、９月１４日をも

って宣言を終了したところです。 

しかしながら、高齢者施設は、重症化リスクの高い高齢者が集団で生活する場であ

り、クラスター化のリスクも高いことから、特に十分な対策が必要であり、マスクの

着用や消毒、室内の定期的な換気等の基本的な感染防止対策はもとより、下記事項に

ついて取組を行っていただくよう要請します。 

 

記 

※下線部が変更箇所 

１ 入所施設職員等に対する頻回検査について 

高齢者施設、特に入所施設においては、感染は従事者や新規入所者等、外部から

持ち込まれることが多く想定されます。感染の早期発見・対処のため、県等が実施

する検査事業を積極的に活用し、検査を受検してください。 

 

２ 面会について 

  面会については、地域における発生状況等も踏まえ、オンラインやガラス越しで

の実施を検討するほか、面会者の体調チェック、人数・時間の制限、消毒や換気の

徹底など、十分な感染防止対策を講じた上で実施してください。 

 

３ ４回目ワクチン接種の早期実施について 

多くの施設で４回目接種が終了しておりますが、希望する方への接種が終了して

いない施設におかれましては、速やかに４回目接種を実施いただくよう、協力医療

機関と連携の上、最大限の努力をお願いします。 

特に、クラスターが発生し４回目接種が延期となった施設においては、協力医療



機関と接種日程を再調整いただくなど、可能な限り早期の接種が実施できる体制を

確保いただくようお願いします。 

 

 

 

 
【問い合わせ】 

特養、養護、軽費、有料、サ高住：法人支援班 

電話 043-223-2350  FAX043-227-0050 

E-mail kourei5@mz.pref.chiba.lg.jp 

上記以外：介護事業者指導班 

電話 043-223-2386 FAX043-227-0050 

E-mail kaigojigyou@mz.pref.chiba.lg.jp 


